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１－１ 背景
厚生労働省資料
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１－２ 背景
厚生労働省資料
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厚生労働省資料

１－３ 背景
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１－４ 背景
厚生労働省資料
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第６期 障害福祉計画に係る基本⽅針について（抜粋）

医療的ケア児が適切な⽀援を受けられるように、令和５年度末までに、各都道府県、各圏域
及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るた
めの協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置すること
を基本とする。
なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設
置であっても差し支えない。
【コーディネーターの役割について】
・新⽣児集中治療室に⼊院中から退院後の在宅⽣活を⾒据え、医療的ケア児とその家族の
状況を踏まえた退院支援
・医療的ケア児が⽇常⽣活上必要とする医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階
に応じた発達支援、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の⽀援に当たって、
保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できるよう⽀援の調整を図り、医療的
ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援
・地域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活⽤した社会資源の開発・改善を
⾏う等の役割が求められる。
このため、コーディネーターについては、医療的ケア児に関するコーディネーターを養成する研修
を修了するとともに、必要に応じ相談⽀援従事者初任者研修を受講することが望ましい。

１－５ 背景
【最終改正 令和二年厚生労働省告示第二百十三号】



２ 医療的ケア児等とその家族を取り巻く課題

・⼩児在宅医療の領域では、成⼈領域と異なり、各種サービスや支援を総合的に
調整するケアマネジャーに相当する職が存在しない
・制度が実態に追い付いていない
・地域のすべての支援者が、医療的ケアに精通しているわけではなく、地域の支援
者が支援に関する相談をどこにしたらよいかわからない etc.

多分野にわたる課題を解決するため、保健・医療・福祉・教育等をはじめとし
た多岐にわたる、必要なサービスや支援を総合的に調整するとともに、支援者
の支援をする担い手が求められている

・医療的ケア児等とその家族が抱える課題は、多分野で、必要なサービスや支援も
多岐にわたっており、また制度に当てはまらない児もおり、サービスや支援を⼗分に
利⽤できていない
・地域の支援者は、すべての分野に精通しているわけではないため、どのように支援
してよいのかわからないことがある etc.

理由として・・・

課題



３ 医療的ケア児等コーディネーターとは

そこで・・・

医療的ケア児等コーディネーター配置の⽬的は・・・

「医療的ケア児等コーディネーターを配置」

「多職種と連携しながら、保健・医療・福祉・教育等の
必要なサービスや支援を総合的に調整するとともに、支
援者の支援を⾏い、切れ⽬のない支援提供体制を構
築する」



４ コーディネーターの主な役割・業務について
（事務局案）

検討課題①
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医療的ケア児等コーディネーターの役割は主に・・・

☞ 各種の相談に対応し、その相談内容から、

「適切な各分野のサービス・支援に繋ぐとともに、必要
に応じて助⾔を⾏う」

☞ 医療的ケア児等とその家族に対して、総合的かつ継続的に支援を提供するため、

ケース毎に「多職種連携ができるチーム」の形成を促し、地域づくりに向け
た課題の抽出・共有等を⾏う

☞ さらに、支援ニーズをリアルタイムで把握するため「モニタリング」を実施し、
切れ⽬ない支援の提供を⽬指す

４－１ コーディネーターの主な役割について



４－２ 主な業務について

・医療的ケア児等とその家族及び支援者からの相談を受け付け、その相談内容から適切
なサービス・支援に繋ぐとともに、必要な助⾔を⾏う

・児とその家族の状態像や課題等を多職種の支援者間で抽出・共有する
・また、多職種の支援者間の連携、支援に係る課題等について、情報・意⾒交換する
・さらに、支援者と情報を共有し、医療的ケア児等の支援状況や課題をリアルタイムで把
握する

・各市町村・各圏域に設置されている医療的ケア児等の支援に関する「協議の場」や
「児とその家族との交流会」等を通じ、把握した医療的ケア児等の課題を関係機関と共
有する

コーディネーターの業務は主に・・・

１ スクリーニング

２ 地域づくりに向けた個別課題の抽出・共有及びモニタリング

３ ⾏政との連携



医療的ケア児等支援者養成研修修了者※を含む支援者
※ 医療的ケア児等⽀援者養成研修修了者を含む相談⽀援専⾨員、保健師、訪問看護師等の⽀援者

４－３ 支援者等の役割について(参考)

医療的ケア児等とその家族が抱える課題解決に向け、⽇常⽣活で必要とする医療的ケアの
状況を踏まえ、医療的ケア児等コーディネーターと連携し、支援を⾏う

☞ サービスの提供
・医療的ケア児等とその家族のニーズに対する専⾨的なサービス・支援を⾏う
(障害福祉サービスや診療報酬等の報酬が算定可能なものを想定)

☞ 医療的ケア児等コーディネーターと各分野の支援者との連携
・医療的ケア児等コーディネーターと各分野の支援者へ情報提供・意⾒交換し、支援者間との連携
強化を支援する

【参考】
令和元年度までに「神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修（以下、「支援養成研修」という）」を修了している者
については、「要医療児者支援体制加算」の算定要件となる対象研修を修了したものとみなされる。
※ 令和2年度の支援者養成研修修了者について、算定要件となる対象研修を修了したとみなされない。



スーパーバイザーチーム ※将来的な構想として

医療的ケア児等コーディネーター・支援者・関係職種・⾏政からなる多職種チーム

○ 県が設置主体と想定
○ 多職種連携、各地域を越えた調整、コーディネート状況の共有等、円滑な運営体制構
築を⽬的とする

○ 医療的ケア児等コーディネーター及び各支援者をフォローアップ、スーパーバイズする役
割を持つ

○ 各市町村・各圏域から代表を選出するイメージ

☞ 各地域のコーディネート状況、好事例の共有
☞ 多職種連携の在り⽅の検討
☞ 各地域を越えた連携体制構築のための検討
☞ 地域資源の創出のための協議 など

※ スーパーバイザーチームの設置・運営については、今後、引き続き検討を進める

４－４ 支援者等の役割について(参考)
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４－５ コーディネーターの主な役割・業務について

事務局として想定する論点

横須賀・三浦地域において・・・

☞ 想定される業務内容は、実施可能かどうか

☞ 想定される業務内容の負担感はどうか

☞ 担っていただきたい役割・業務（コーディネーターに期待すること）は
他にあるか

など



５ コーディネーターの配置・運⽤⽅法について
（事務局案）

検討課題②
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５－１ コーディネーターの配置・運⽤⽅法について

１ 設置・運営主体
☞ 横須賀・三浦圏域 ※試⾏運転中（R4）は、県が主体となる
（横須賀市、鎌倉市、逗⼦市、三浦市、葉⼭町）

☞ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専⾨員、
保健師、訪問看護師をはじめとした専⾨職を「医療的ケア児等コーディ
ネーター」として配置する

「上記研修修了者を中⼼とした各支援者 ＝ 医療的ケア児等コーディネーター」ということも想定」

【参考】
地域の実情を踏まえ、圏域ごとに議論し、主体を選定することを想定
※県は、各市町村の配置状況を把握し、その圏域の配置のバランス等を
考慮しながら、配置のサポートを⾏う。



５－２ コーディネーターの配置・運⽤⽅法について

２ 配置・運⽤⽅法
☞ 事業所・法⼈等（以下、「事業所等」という）へ委託
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が所属する事業所等への
委託を想定。
・また、対象地域全域、より多くの分野に対応できるよう、必要に応じて、
再委託等も可能としたい。
・事業費の負担については、今後検討が必要

３ 財源
☞ 国庫補助（厚⽣労働省 医療的ケア児等総合支援事業）
・基準額 約5,000千円、補助率1/2 ※令和3年度ベース（令和2年度と同額）
○メニュー
・医療的ケア児等コーディネーターの配置
・医療的ケア児等コーディネーター間や相談支援専⾨員との情報交換や
症例検討の場の設置 .etc
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（参考）横須賀・三浦地域における医療的ケア児等の推計値

⇒ 横須賀・三浦地域の医療的ケア児等推計︓９４名（H27.12⽉時点）
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５－３ コーディネーターの配置・運⽤⽅法について

事務局として想定する論点

横須賀・三浦地域において・・・

☞ 運⽤⽅法として委託は適切かどうか

☞ 役割・業務内容から配置・運⽤の予算規模感は

☞ コーディネーターとして何⼈配置すればよいか

☞ 各市町の事業費はどのように負担配分するか
など



６ 想定される⾏政の役割

☞ 広報
・コーディネーター配置・運⽤にかかる広報
・配置運⽤に⽬途が⽴ったら、コーディネーターの存在・役割について広報を⾏う（主に病院へ）

☞ コーディネーターの配置・運⽤の検討
・各市町村の配置状況を確認し、その圏域の配置のバランス等を考慮しながら、配置のサポートを⾏う。

☞ スーパーバイザーチームの設置・運営（将来的な構想として）
・各地域の医療的ケア児等コーディネーター・支援者・関係職種・⾏政から構成される、コーディネーター及び支援
者をフォローアップ、スーパーバイズするためのチーム（会議体）の運営
・多職種連携、各地域を越えた調整、コーディネート状況の共有等、円滑な運営体制構築を⽬的とする

☞ コーディネーターの配置・運⽤（※圏域毎又は市町村単独で配置・運⽤を想定）
・医療的ケア児等及びその家族が地域で安⼼して暮らしていけるよう、各地域の支援者が連携し、切れ⽬ない支援
体制を構築するためコーディネーターを配置・運⽤する

☞ コーディネーターとの連携
・コーディネーターを医療的ケア児等の支援に関する「協議の場」等に参加してもらい、コーディネート状況や運⽤上
の課題等を情報共有・意⾒交換を⾏い、円滑な運⽤を⽬指す

県

市町村
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７ 体制図（参考）

市町村・圏域

設置・運営
※将来的な構想として

スーパーバイザーチーム

フォローアップ
スーパーバイズ

設置・運営

協議の場等 情報共有
意⾒交換

県

参考パターン
イメージ図


